
北海道教育大学　北海道大学　室蘭工業大学
小樽商科大学　帯広畜産大学　北見工業大学

教員免許状更新講習実施事務センター（北海道教育大学内）

募 集 期 間
第Ⅰ期（7～9月開設）
※第Ⅰ期に限り、募集開始日が開催地によって異なります。

⃝旭川、釧路、函館、北見、帯広で開催する講習
	 5月5日（日）午前8：00	 ～ 5月14日（火）
⃝札幌、岩見沢、室蘭で開催する講習
	 5月6日（月）午前8：00	 ～ 5月14日（火）

⃝追加募集予定
	 6月7日（金）午前6：00	 ～ 6月12日（水）

第Ⅱ期（11～12月開設）

	 9月21日（土）午前8：00	 ～ 9月30日（月）

⃝追加募集予定
	 10月25日（金）午前6：00	 ～10月29日（火）

北海道内の 6 国立大学が連携し、
教員免許状更新講習を実施します。

教員免許状更新講習のご案内
平成31年度

北海道教育大学
旭川校会場

帯広商工会議所会場

北海道教育大学
岩見沢校会場

北見工業大学会場

第Ⅰ期（夏期）・第Ⅱ期（冬期）開設
第Ⅰ期（夏期）開設

北海道教育大学
釧路校会場

帯広畜産大学会場
とかちプラザ会場

北海道大学（札幌）会場
北海道教育大学札幌駅前サテライト会場
小樽商科大学札幌サテライト会場

北海道教育大学札幌校会場

北海道教育大学函館校会場

室蘭工業大学会場

北海道大学（函館）会場



教員免許更新制

受講対象者

　教員免許更新制は、最新の知識技能を身に付けることで、教員として必要な資質、能力の向上を目指すものです。受講期
間に、合計 30 時間以上（「必修領域（全ての受講者が受講する領域）」6 時間以上、「選択必修領域（受講者が所有する免
許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域）」6 時間以上、「選択領域（受
講者が任意に選択して受講する領域）」18 時間以上）を受講・修了する必要があります。なお、選択領域については、次の
受講対象者の A（旧免許状所持者）に該当する方と B（新免許状所持者）に該当する方とでは、受講の仕方が異なりますの
で注意してください。

　A（旧免許状所持者）に該当する方は、現在就いている職又はこれから就くことを希望している職に対応した選択領域講
習を受講する必要があります。例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持つ現職の養護教諭は対象職種に「養護教諭」
を含む講習を 18 時間受講すれば、「教諭」と「養護教諭」の両方の免許状を更新できます。

　B（新免許状所持者）に該当する方は、所持する教員免許状の免許種に対応した選択領域講習を受講する必要があります。
例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持つ者が両方の免許状を更新するためには、現在の職にかかわらず、対象職種に「教
諭」を含む講習と「養護教諭」を含む講習を、それぞれ 18 時間受講しなければなりません。1 つの講習に複数の対象職種
が設定されている場合、当該講習を受講すれば複数の免許状の更新のために使用できます。

　受講に際し、支援を必要とされる方は募集開始の 2 週間前をめどに受講支援事前相談書を実施事務センター
にご提出くださいますようお願いいたします。

⃝ 受講対象に関する質問は 北海道教育庁総務政策局教職員課 にご照会ください。

TEL.011-231-4111（代表）内線35-220・35-221

A．�旧免許状（平成21年 3月 31日までに授与された普通免許状又は特別免許状）を有する現職教員等で、以下の修了確
認期限に該当する方。

　教諭・養護教諭の旧免許状を持っている場合（旧免許状所持者のうち栄養教諭免許状を平成 21 年 4 月 1 日以降に授与
されている場合を含む）

生年月日 修了確認期限 受講期間及び申請期間

昭和 39 年 4 月 2 日～昭和 40 年 4 月 1 日

平成 32 年 3 月 31 日 平成 30 年 2 月 1 日～平成 32 年 1 月 31 日昭和 49 年 4 月 2 日～昭和 50 年 4 月 1 日

昭和 59 年 4 月 2 日～

昭和 30 年 4 月 2 日～昭和 31 年 4 月 1 日

平成 33 年 3 月 31 日 平成 31 年 2 月 1 日～平成 33 年 1 月 31 日昭和 40 年 4 月 2 日～昭和 41 年 4 月 1 日

昭和 50 年 4 月 2 日～昭和 51 年 4 月 1 日

※ 上記の生年月日に該当する方でも、修了確認期限の延期等により、受講期間及び申請期間に該当しない場合がありますので、修了確認期限を十
分ご確認ください。

B．�新免許状（平成21年 4月1日以降に初めて授与された普通免許状又は特別免許状）を有する現職教員等で、授与され
た免許状の有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの期間内にある方。

有効期間満了日（修了確認期限）は文部科学省ホームページやお持ちの教育職員免許状等により、受講生ご自身で十分ご確
認ください。講習受講後に受講期間ではないことがわかった場合、受講料の返還は行いません。

※都道府県教育委員会へ申請することにより、修了確認期限等の延期（延長）や講習の受講が免除となる場合があります。
　また、上記に該当しない方でも教員採用内定者など受講対象者となる場合がありますので、詳細は文部科学省ホームページ等でご確認ください。
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